
                                                   上越市告示第 491 号 

 

  建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４８条第１５項の規定により公開による

意見の聴取を行うので、同条第１７項の規定により次のとおり告示する。 

      令和 7年 11 月 19 日 

 

上 越 市 長   小 菅 淳 一 

 

１  日    時 

   令和 7年 12 月 1日（月）午後 7時から 

 

２  場    所 

上越市富岡 1951-2 富岡町内会館 

 

３  開催理由 

  建築基準法第 48 条第 1の規定による許可申請があったため。 

 

４  建築計画概要 

（１）申請者の住所及び氏名 

大阪府大阪市北区梅田 1丁目 13番 1 号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス 15F 

株式会社 アイ工務店 代表取締役 坂井 達也 

（２）申請地 

上越市大字富岡字薮下 1946 番 3・1947 番 1・1948 番 1・1945 番 1・3535 番 1 

（３）主要用途 

    住宅展示場・事務所 

（４）工事種別 

新築 

（５）延べ面積 

431.00 ㎡ 

（６）構造 

    木造 

（７）階数 

地上 2階 

 


